
平成１２年(ﾜ)第１０２３７号　損害賠償等請求事件
 口頭弁論終結日　平成１３年３月２３日

　　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決　　
              原　　　　　　告       　有限会社クラフトスクエア
              訴訟代理人弁護士　       赤    羽    健    一
              被　　　　　　告 　　　  有限会社坂東商会
              訴訟代理人弁護士 　　　　加　　藤　　博　　史

　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文　　
    １　原告の請求をいずれも棄却する。
    ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                            事実及び理由
第１  請求
  １　被告は，原告に対し，金５００万円及びこれに対する平成１２年４月２１日
から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
  ２　被告は，株式会社三栄書房発行の「オプション２」に別紙記載の謝罪広告を
１回掲載せよ。
第２  事案の概要
  １  争いのない事実等
    (1)  原告は，ドアミラー，ヘッドライト等の自動車部品の設計，製作，販売を
目的とする会社であり，被告は，自動車部品等の卸販売等を目的とする会社であ
る。    
    (2)  原告は，「ＴＣ－Ｆ」ドアミラー（以下，「本件ドアミラー」という。）
を開発し，平成１０年１１月ころ，販売を開始した。
    (3)　　原告は，被告に対し，平成１１年４月８日ころ，本件ドアミラー及びそ
の付属部品の卸販売を依頼し，価格や支払方法を定めた。
    (4)  原告は，同年５月及び同年８月に，被告からの注文を受けて，本件ドアミ
ラーを，アリタスピードことＡ（以下，「アリタスピード」という。）宛に出荷し
た。
    (5)  株式会社三栄書房発行の雑誌「オプション２」の平成１１年１０月号（以
下「本件雑誌」という。）の「イケてるパーツ’９９ＯＰＴ２」という自動車部品
に関する記事において，本件ドアミラーが，「アリタスピードレーシングソウルド
アミラーＶｅｒ．Ⅱ」との名称で紹介された（以下，上記記事のうち，本件ドアミ
ラーに関する部分を「本件記事」という。）（甲２）。
  ２　本件は，原告が，被告に対し，本件記事の掲載は，不正競争防止法２条１項
１３号の「虚偽事実を告知し，又は流布する行為」に当たるか又は民法７０９条の
不法行為に当たると主張して，これによる損害の賠償及び謝罪広告の掲載を求める
事案である。
第３　争点及びこれに関する当事者の主張
  １　争点                                              
    (1)  本件記事の掲載が被告による「虚偽事実を告知し，又は流布する行為」に
当たるか
    (2)  原告と被告が競争関係にあるか
    (3)  本件記事の掲載は，被告による不法行為に当たるか
    (4)  損害の発生及び額
  ２　争点に関する当事者の主張
    (1)  争点(1)について
      （原告の主張）
      ア　本件記事の「アリタスピードレーシングソウルドアミラー」との記載
は，本件ドアミラーがアリタスピードの開発，製作にかかるものか，又は，ＯＥＭ
製品であることを意味している。このことは，例えば，「ホンダ〇〇〇」という記
載が，当然に，ホンダが開発又は製作した製品であることを意味するのと同様であ
る。
　しかしながら，本件ドアミラーはアリタスピードが開発，製作したものではない
し，また，原告は，アリタスピードに対し，本件ドアミラーをＯＥＭ製品として取
り扱うことの承諾を与えていないから，本件記事は虚偽である。
      イ　本件記事は，記事の体裁をとっているが，アリタスピードの掲載依頼に



よるものであるから，実質的にはアリタスピードの広告に他ならない。
　被告は，アリタスピードに対し，原告から本件ドアミラーをアリタスピードが開
発した製品として広告販売することにつき同意を得ている旨を伝えたため，アリタ
スピードは，上記のような広告を掲載した。
　このように，被告は，事情を知らないアリタスピードに虚偽事実を伝え，その結
果，アリタスピードが上記広告を掲載したのであるから，上記広告の掲載は，アリ
タスピードを介して被告が行ったものである。
　また，仮に，本件記事が広告ではないとしても，本件記事は，被告及びアリタス
ピードの積極的行為によって作成，掲載されたものであるから，被告による告知又
は流布といえる。
      （被告の主張）
      ア　本件記事がアリタスピードの広告であることは否認する。
　本件記事は，株式会社三栄書房の編集者の記事であって，その掲載行為はアリタ
スピードの行為でも被告の行為でもない。
      イ  本件記事の「アリタスピードレーシングソウルミラー」との部分は，せ
いぜい，アリタスピードがそのような名前で当該商品を売っているという意味にす
ぎない。同部分には，それ以上の意味は含まれていないから，本件記事に何ら虚偽
性はない。
      ウ  原告は，被告に対し，本件ドアミラーの拡販のための売込みを依頼した
が，その方法については，他社ブランドによって販売する場合も含めて，被告に一
任した。したがって，これにより，原告は，被告に対し，他社ブランドによる販売
の代理許諾権を付与したものである。
　そこで，被告は，アリタスピードに対し，本件ドアミラーをＯＥＭ製品としてア
リタスピードのブランド名で販売することを依頼したのであるから，本件ドアミラ
ーをＯＥＭ製品としてアリタスピードのブランド名で販売することについては，原
告の許諾があるというべきである。
　　　　　(2) 争点(2)について
      （原告の主張）
　      原告は，自動車部品を直接小売店等に販売することも多いから，被告と競
争関係にある。
      （被告の主張）
        被告は，自動車部品の卸販売業者であって，ドアミラーの製造販売を行う
原告とは競争関係にない。
　　　　(3)  争点(3)について
      （原告の主張）
      　上記(1)の原告の主張のとおり，被告は，アリタスピードを介して，上記広
告を掲載したが，その結果，原告の取引先に，本件ドアミラーは原告が開発したも
のではなく，他社の製品を自社で開発したかのように装って販売したとの疑念を抱
かせ，原告の製品開発能力や販売方法についての名誉，信用が毀損された。
　また，本件記事の掲載後，原告やその顧客には苦情や問合せが相次ぎ，健全な営
業活動が妨げられた。
      （被告の主張）
        原告の上記主張は否認する。
      　本件記事に，原告の社会的評価を低下させる記述はない。
    (4)  争点(4)について
      （原告の主張）
      　被告による本件記事の掲載行為は，原告の取引先，業界に対する信用，名
誉を毀損するものであって，これによって原告が被った損害は５００万円を下らな
い。
      （被告の主張）
      　損害の発生及び額は争う。
第４  当裁判所の判断
  １　争点(1)について
    (1)　前記第２の１の事実に証拠（甲３，甲４の１ないし３，甲５の１ないし
３，甲８，９，乙７，原告代表者，被告代表者）と弁論の全趣旨を総合すると，以
下の事実が認められる。
      ア　原告は，被告に対し，平成１１年４月８日ころ，本件ドアミラー及び付
属部品の卸販売を依頼し，価格や支払方法を定めたが，その際，販売先のブランド



名を付して販売するか否かについては話題にならなかった。
      イ　被告は，アリタスピードに対し，同月末ころ，本件ドアミラーの販売を
持ちかけたところ，同人が，自己のブランドであるレーシングソウルの名称で販売
することを求めてきたため，被告代表者は，「大丈夫と思うよ。」と返答した。被
告代表者は，アリタスピードが本件ミラーをレーシングソウルのブランドで販売す
る場合には，正式にその旨の話があるであろうから，原告には，そのような話があ
った際に伝えることで十分であろうと考え，アリタスピードから上記のような話が
あったことやその際における被告代表者の返答を，原告に対しては伝えなかった。
    　ウ　原告は，同年５月，被告からの注文により，アリタスピードに対し，本
件ドアミラーと特注の付属部品を１セット出荷した。付属部品の寸法が合わなかっ
たため，アリタスピードは，同年６月に，原告に対して，その旨申し入れ，以後，
原告とアリタスピードは，この件に関して，直接交渉した。
    　　　原告は，同年８月，被告の注文により，アリタスピードに対し，本件ド
アミラーを１セット出荷した。
    　エ　同年９月ころ，本件記事が掲載された本件雑誌が発売されたが，原告及
び被告は，本件記事が掲載されることを知らなかった。
    　　　原告は，取引先から本件記事を知らされて，本件記事の掲載を知り，同
月１７日ころ，アリタスピードに対し，内容証明郵便で，本件ドアミラーをレーシ
ングソウルのブランドで発売することを停止することなどを求めた。
　被告は，アリタスピードから，上記内容証明郵便で送付された書面のことを聞
き，本件記事を読んだが，上記イのアリタスピードとの話を原告に伝えていなかっ
たことから生じた誤解と考え，原告に対し，このような誤解を生じさせたことにつ
いて謝罪した。
    (2)　証拠（甲２，８）によると，本件記事は，自動車部品の特集記事の中で，
本件ドアミラーを紹介するものであるが，本件ドアミラーに特注の付属部品が装着
されたものの写真が掲載され，その下に，「アリタスピード」「レーシングソウル
ドアミラー」「Ｖｅｒ．Ⅱ」との三段の見出しの後，「愛車に別売の専用ブラケッ
トを装着するだけで，ボッテリとしたノーマルミラーからおさらばっ！ミラー本体
はカーボンを使った一級品で，専用ブラケットはアルミ削りだし。で，この価格な
ら文句ナシでしょ！？」との記載がされ，さらにその下に，「●ミラー本体（汎
用）　３万８０００円　専用ブラケット　２１００円～（各車種あり）」との記
載，さらにその下に「●アリタスピード」との記載とアリタスピードの電話番号の
記載があることが認められる。
    (3)　以上の事実によると，アリタスピードは，本件ドアミラーをレーシングソ
ウルのブランドで販売することを計画し，株式会社三栄書房にその旨の情報を提供
したところ，同社によって本件記事が作成，掲載されたものと認めることができ
る。アリタスピードが，そのような情報提供をしたことについては，前記(1)イ認定
のとおり，被告代表者が，「大丈夫と思うよ。」と返答したことがきっかけとなっ
ていると認められるが，被告が，それ以上に本件記事の作成，掲載に関与したこと
を認める証拠はなく，前記(1)エ認定のとおり，被告は，本件記事が掲載された雑誌
が発売された後に初めて本件記事の存在を知ったものである。そうすると，本件記
事の掲載が，被告の行為，すなわち，被告による「虚偽事実を告知し，又は流布す
る行為」ということはできない。
    (4)　前記(1)認定の事実によると，被告には，原告の意向を確認することな
く，アリタスピードに対して，アリタスピードが本件ミラーをレーシングソウルの
ブランドで販売することを許諾する権限があったとは認められないから，原告が，
アリタスピードが本件ミラーをレーシングソウルのブランドで販売することについ
て許諾したとは認められない。
    　　前記(2)認定の事実によると，本件記事は，アリタスピードが本件ドアミラ
ーをレーシングソウルのブランドで取り扱う旨を記載したものと認められるが，本
件ドアミラーがアリタスピードの開発，製作にかかるものであることまで示してい
るとは認められない。また，上記(3)認定のとおり，アリタスピードは，本件ドアミ
ラーをこのブランドで販売する計画があったうえ、自動車部品のＯＥＭ供給は珍し
いものではなく，原告自身，本件ドアミラーを，他の会社にＯＥＭ供給しているこ
と（甲７の１及び２，甲８，乙７，原告代表者、被告代表者）からすると、アリタ
スピードが，本件記事の掲載前に原告から本件ドアミラーについてレーシングソウ
ルのブランドで販売することの許諾を得る可能性がおよそなかったとも認められな
い。そうすると、本件記事が虚偽であるとまでは認められない。



    (5)　以上によると，本件記事の掲載が，被告による虚偽事実の告知又は流布に
当たるとは認められない。
  ２　争点(3)について
    (1)　上記１のとおり，本件記事の掲載が，被告の行為であるということはでき
ないから，原告の不法行為による損害賠償請求は，既にこの点において理由がな
い。
    (2)　また，上記認定のとおり，本件記事は，アリタスピードが，本件ドアミラ
ーをレーシングソウルのブランドで取り扱っていることを記載しているにすぎない
から，これによって，原告の名誉や信用が害されたとは認められない。
　この点について，原告は，本件記事によって，原告の取引先に，本件ドアミラー
は原告が開発したものではなく，他社の製品を自社で開発したかのように装って販
売したとの疑念を抱かせたと主張し，原告代表者は，本件記事が掲載された後，取
引先等から，原告の商品と本件記事に掲載された商品のどちらがオリジナルである
か，実際のレースで使われているのは，原告の商品と本件記事に掲載された商品の
どちらであるかという問合せがあったり，「おたくの商品一度コピーされましたよ
ね。」と言われたりしたと供述する。　しかし，一部の取引先等について，これら
の事実が存するとしても，上記認定のとおり、自動車部品のＯＥＭ供給は珍しいも
のではなく，原告自身，本件ドアミラーを，他の会社にＯＥＭ供給していることを
も考慮すると，一般に，本件記事の内容から，原告が主張するような疑念が生じる
と認めることはできないし，他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
    (3)  以上によると，本件記事の掲載が，被告による不法行為であるとは認めら
れない。
  ３　以上によると，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理
由がない。
        
        東京地方裁判所民事第４７部
        
            裁判長裁判官　　　森　　　　　義　　之
                      
                      
                  裁判官      岡　　口　　基　　一
                            
                            
                  裁判官      男　　澤　　聡　　子

別紙
　有限会社坂東商会代表取締役Ｂは，有限会社クラフトスクエア製「ツーリング・
コンペティションドアミラー　ＴＣ－Ｆ」の卸販売を有限会社クラフトスクエア殿
より依頼されました。しかし，弊社は，有限会社クラフトスクエア殿の承諾を得る
ことなく，私どもと取引関係にある小売商Ｃ社殿に対し，このＴＣ－ＦミラーをＣ
社製としてその名を付し販売することを許諾した結果，当雑誌に，「ツーリング・
コンペティションドアミラー　ＴＣ－Ｆ」がＣ社製として別な名称と価格設定がな
され，広告掲載されました。
　弊社は，弊社の行為により，有限会社クラフトスクエア殿に，取引上，信用上，
多大の迷惑をおかけしたことをお詫び致します。
　弊社は，この度の行為を深く反省しております。

                                  東京都町田市（以下略）
                                  代表ＴＥＬ　（以下略）
                                  有　限　会　社　坂　東　商　会
                                  代表取締役　　Ｂ


